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全国町並み保存連盟
HUL 連続講座第３回（2021 年 4 月 23 日）

京都の現状から
歴史的都市環境のいまを考える
丹羽結花（京町家再生研究会）

京町家再生研究会の丹羽と申します。今日は HUL 連
続講座の３回目で、京都から「京都の現状から歴史的都
市環境のいまを考える」という報告をいたします。どう
ぞよろしくお願いします。

タイトルの「歴史的都市環境」は HUL のことです。
今回京都について報告することになったきっかけは、講
座の１回目の最後に福川先生が示された「京都の場合」
というこのスライドです。

「HUL のほとんどが重伝建地区外」とあります。京都
の重伝建地区は、京都の歴史的市街地全体から見ると点
のようです。前回報告があった、倉敷、川越、八女で重
伝建地区が中心市街地の一角を構成していたのとは大き
く異なります。これら都市でも、重伝建地区は範囲が限
定されていて、その外側で伝統的建物が次々に失われて
いるという実態があり、ユネスコ勧告の HUL という概
念をもとに、歴史的環境を保全するための枠組みを考え

直そうということがこの連続講座のきっかけでした。だ
とすれば、歴史的市街地（HUL）の大部分が重伝建地区
外の京都は、一体どうやっているのか、ぜひ報告してほ
しいというリクエストをいただいたわけです。確かに、
京都では、長年にわたって、住民も行政もいろんな取り
組みを行ない、独自のやり方を発展させてきました。そ
れをこれからお話しします。

0. はじめに
私自身は京都に生まれ育ったわけではなくて、大阪

と兵庫にまたがる摂津の北部、北摂で生まれ育ち、京都
には大学に入ってから来るようになりました。せっかく
来たからと思って、大学の授業で祇園祭の調査実習に参
加したのがきっかけで、京都のまちなかにいろいろ関わ
るようになりました。一旦卒業後、再び大学に戻って
きた時、「もっと中身、内側のことが知りたい」と言っ
て紹介していただいたのが、現在京町家再生研究会の理
事長で、当時事務局長だった小島さんのお家だったので
す。ちょうど京町家調査が始まった時で、そのお手伝い
から少しずついろいろな活動にたずさわるようになりま
した。町並み保存連盟にも、数年前に京極理事から「代
わりに行ってください」と言われて、今こうして皆さん
と勉強しているところです。

京町家再生研究会は 1992 年に設立、その後 NPO 法
人になっています。研究者、技術者だけではなく、居住
者が一緒に集まって活動しています。「再生」研究会の
言葉通り、これからも健全に町家が生き続けることがで
きるようにすることを目的に活動をしています。だいた
い月 1 回から 2 回、幹事会という運営会議のようなも
のを開いて、活動や運営の企画をし、実践しています。
町家の改修プロジェクトだけではなく、そのために必要
な方法や教育として、セミナーやシンポジウムなども企
画しています。私自身は建築の専門家ではなく社会学系
の人間ですので、どちらかというと活動の中で抱えてい
る問題や課題に関心が行ってしまうところがあります。

今日は、京都市における取り組み、とくに都市景観
に関する制度に焦点をあてることになりますが、専門家
ではないので、市民活動あるいは地域住民としていろい
ろと活動、または生活している中で感じている、あるい
は抱えている課題を明らかにすることによって、制度の
問題あるいはこれからの課題を見出していく、というよ
うなスタンスでお話ししたいと思っています。

特に、壊さない制度という意味では画期的であと言
われている「京町家保全継承条例」のこと、それから地
域のルールをどのように広げていくかという形の中で動
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先程のスライドです。京都に制度がたくさんある、深く
厚く広がっているということでした。確かにあるのです
が、その効力は？、と言う話をこれからいたしますね。

三つ目は、今年 11 月に奈良町で町並みゼミをやりま
すが、その準備に関西の担当者として参加しており、奈
良町の皆さんが、いつも古代の歴史とともにそのまま生
きているような感覚で話をされているのがとても印象的
だということです。私たちはどちらかと言うと、あそこ
に何々が建つからどうしようとか、今度どこでまた町家
が壊されてるとか、いつもカリカリしてるんですけれど
も、奈良には、そういうところがあまりない。それはな
ぜだろうと考えながら、明倫まちづくり委員会で奈良町
の報告をしていたら、長谷川委員長が「奈良町に行った
ら空が見えてね、どうしてここ明倫では見えないかな」
と発言された。「いやいや、それは明倫学区は商業地域
ですから高いものが建つんですよ」、と言ったのですが、
やっぱり地域の形、地域の制度を大きく覆っているもの
に打ち勝っていくのはなかなか大変だなあということを
痛感しました。

そんなわけで HUL の話を聞いてると、やっぱり歴史
の積み重ねっていうのをきちんと考えていかないといけ
ないと思うようになりました。ひるがえって京都がどう
かというと、これからお話しするようにいろいろ守られ
てはいるんですけど難しい。京町家友の会の会長をされ
てるデービット・アトキンソンさんが、よく「そのうち
に京都駅を降りると『ここに京都という歴史都市があっ
た』という石碑が立ってるっていうようなことになるの
ではないか」っていう話をされます。みんな笑うんだけ
れども、冗談じゃないかもしれないと思って、現状とこ
れからのことを考えなければならない。

マンションやホテルがどんどん建っています。それ
が次どうなるのかっていうことを考えていかないといけ
ない。今は、コロナでいくつかのホテルが閉業したり、
ゲストハウスも運営に困ったりしていますが、いろいろ
な経済活動あるいは開発圧力の中で、今後も生き続ける
町家、都市の生活がどんな風に展開できるのか、考えて
いきたいと思っています。

1. 京都市の取り組み
京都市の取り組みはいろいろなサイトに京都市の制

度の話あるいは景観情報が出ていますので、それらをご
確認ください。本日は、必要な範囲で骨格をお話しする
にとどめたいと思います。

京都の場合、学生の時に何度も言われてきたことで
すが、先人の方々の知恵がすごかったなと思うことのひ

いている「地域景観まちづくり協議会制度」のこと、こ
のふたつを主にとりあげます。

結論を先に申し上げておきます。一回目の最後に福
川先生が先程のスライドを見せて、「京都には広く厚く
何層にもまたがって制度がある」とおっしゃった通り、
たしかにいろんな制度や手立てがあります。それが有効
に機能しているのかどうかということです。具体的な改
修を実践しようとすると、結局もともとある都市計画で
決められているさまざまな制度が動いてしまい、根本的
に解決するに至らないということが多々あります。所有
者、事業者、生活している人が、この歴史都市に住むと
いう感覚がなかったら、その認識から出発しなかったら、
次の世代に引き継ぐのが難しいんじゃないかと思ってい
ます。

今回の経緯を話しておきます。そもそものきっかけ
は、去年（2020 年）の全国町並みゼミ川越大会の前日
に東京の谷中であったプレゼミです。その時に、谷中が
重要伝統建造物群保存地区選定を目指しているという話
を聞いて、私はとてもびっくりしました。東京でも伝建
という方法しかないのかと思ってちょっとショックだっ
たのと、その時に福川先生に「京都はどう ?」と聞かれて、
ちゃんと答えられなかった。そのふたつが今回の報告の
大きなきっかけになっています。ふたつ目のきっかけは、

◇きっかけ 
2020年1月30日 
第４４回全国町並みゼミ　川越大会 
谷中におけるプレゼミ 

2020年12月13日 
HUL連続シンポジウム 
第１回講座　HULとは　福川先生の最後のスライド 
「京都には制度が深く厚く広がっている」 

2021年11月12日、13日 
第46回全国町並みゼミならまち大会　準備中 
「奈良町は空が見えるよね」 
↓ 
◇京都は？ 
「京都という歴史都市があった」

０．はじめに

村井康彦編『図説　平安京』より 
明治28年（1985）の平安遷都1100年記念事
業の一環として編集された「平安通志」（60巻
20冊）に所収のもの。山と田畑の部分に彩色。

◇テーマ 

京都市のこれまでの取り組み：景観に関する制度 

京都市京町家保全継承の条例：壊さない制度 

地域景観まちづくり協議会制度：地域のルール 

地域住民、または市民活動の立場から、課題を明らかにする

０．はじめに
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に先駆けて市街地景観条例を定めたことです。美観地区
制度を活用して、京都市独自の特別保存修景地区を指定
しました。1973（昭和 48）年には、高度地区を 6 種類
にも分けて市街地の大半に設定しています。指定はした
が、この高さが基準の高さになっていくっていうところ
が、町並みがどんどん変わってきてしまう原因にもなっ
ているようです。

1975 年に重要伝建的建造物群保存地区の制度がで
き、多くの都市では、歴史都市の中核になっていきまし
たが、京都の場合は全く違い、都市全体の中のきわめて
限られたエリアだけが伝建地区として指定されていま
す。これも取り組みとしては全国では極めて早い時期に
行なっており、1972 年の市街地景観条例で定めた特別

とつが、風致地区で山々を守ったということです。
これは大正時代の京都の最初の用途地域指定図です。

さらに昭和 5 年に、周辺の山々を風致地区に指定して
広大な範囲の自然を守ったことが、今日まで大きな影響
を及ぼしています。以降、周辺の山と山際にある歴史的
な建物が、いろいろな制度で守られていくことになりま
す。

高さについても、全国の動きとは別に京都独自の制
限をしていく動きがありました。ただ、制限はしている
けれども、もともと現状とは大きな差があったというこ
とが、京都の長い歴史の中でいろいろと問題が起きてく
ることになったひとつの要素かとも思っています。

次に画期的だったのは、1972（昭和 47）年に、全国

風致地区と高さ制限 

1919　大正8年　市街地建築物法 
用途地域指定 

1930　昭和5年　風致地区指定 
鴨川，東山，北山等を中心とした広大な範囲 

1950　昭和25年　建築基準法 
高さ制限　住居地域は20ｍ，それ以外の用途地域は31ｍ 

1966　昭和41年　古都保存法 
（古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法） 
歴史的風土特別保存地区の指定（都市計画）

１．京都市の取り組み

京都市　都市計画局「京の景観ガイドライン　建築物の高さ編」より 
京都市の最初の用途地域指定図　1924（大正13）年 
及び第一回用途地域変更図 

黄色の部分が住居地域であり、高さの最高限度は20m、 
それ以外の赤色、水色の区域も含めて、青色破線の区域内では、 
高さの最高限度が31m

◇京都市の取り組み
京都市景観計画
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281258.html
新景景観政策の更なる進化 パプコメ⽤冊⼦資料
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/cmsfiles/contents/0000272/272739/sasshi.pdf
京都市景観情報共有システム
https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/keikan/
京の景観ガイドライン
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281294.html
京都市歴史的建築物の保存及び活⽤にする条例
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000157/157989/pamphlet.pdf

◇京町家の保全及び継承に関する条例
京町家を未来へ デジタルブック京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/655/book.html
京都市京町家の保全及び継承に関する条例に基づく指定地区及び個別指定町家
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224437.html
いきさつ（京町町家通信 京町家再⽣研究会ニュースレター）
http://www.kyomachiya.net/saisei/shinjorei/index.html
京町家に関する⽀援制度のご案内
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000243/243620/shienseido_leaf.pdf

◇地域景観づくり協議会制度
地域景観づくり協議会制度
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281403.html
明倫学区まちづくり委員会の取り組み
http://www.meirin-news.com/torikumi1.pdf

高さ制限と市街地景観条例 

1970　昭和45年　建築基準法の改正 
低層住宅地の高さ１０ｍ 

 1972　昭和47年　市街地景観条例（全国に先駆けて） 
美観地区制度を活用 
特別保存修景地区指定　　京都市独自の制度 

1973　昭和48年　６種類の高度地区を市街地の大半に指定 
10m、20m、31m、45m

１．京都市の取り組み

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281258.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/cmsfiles/contents/0000272/272739/sasshi.pdf
https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/keikan/
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281294.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000157/157989/pamphlet.pdf
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/655/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224437.html
http://www.kyomachiya.net/saisei/shinjorei/index.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000243/243620/shienseido_leaf.pdf
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281403.htm
http://www.meirin-news.com/torikumi1.pdf
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保存修景地区を伝建地区に読み替えて指定していくとい
う動きをして、守るべきところは、エリアは少ないけれ
ども守っていくという方向を図っています。

1990 年代に入ると、非常に激しい論争がおきました。
ある程度の年齢の方はビビッドに覚えておられることで
しょう。1990 年代、バブル経済が始まると、これまで
あった制限の上限の高さと現状の差を埋めるような開発
行為がどんどん行われていきます。1994 年に「古都京
都の文化財」（古社寺を中心とし、ほとんどは山際にあ
るがいくつかは中心部にもある）がユネスコの世界文化
遺産に登録され、非常に盛り上がる一方で、京都ホテル
がかなりの高さで竣工になり、特区を使って、壁のよう
な京都駅ビルが建ちました。

今回いろいろ資料を見ていて、もう 30 年近い前のこ
とになるんだと、ちょっとびっくりしたんですけれど
も、1990 年代の最初の頃は、都心でも高い建物は、四
条、鴨川、五条、そして烏丸という大通りの沿道に限ら
れていました。阪急電車の河原町駅周辺という非常に繁
華な地域があり、角の高島屋や、以前の阪急デパートな
ど、四条通のいくつかの建物が 7 階以上です。1992 年
の調査では、この地域でも 2 階建てが 79%、3 階建て
が 10% ということです。ですが、地域としては商業地
域に指定されているので、容積率もあるし高い建築も可

能である。当たり前ですが、都市計画の中ではすでに予
定されていたことと言えます。その昔、東寺の五重塔の
高さが 55m で、「それより高いものってあんまりよく
ないね」っていうような感覚もあったようですが、どん
どん高いものが建っていったというのが、90 年代に起
きたことです。

そういう中で京都市は、1995 年に市街地景観整備条
例というものを作り、ようやく市街地の景観をコント
ロールしていこうという具体的な動きが出てきます。京
都独自の制度も作って、その地域にふさわしいものを残
していこうという努力はしていきます。歴史的景観保全
修景地区であったり、あるいは界わい景観整備地区で

景観論争

都心街区建物階高図
1992年調査
四条　五条
鴨川　烏丸

山崎正史　編『京の都市意匠　景観形成の伝統』 
プロセスアーキテクチャー　第116号　1994

ビルと町家の町並（鉾町）

景観論争

新京都駅ビルと歴史的建造物の高さ比較図

山崎正史　編『京の都市意匠　景観形成の伝統』 
プロセスアーキテクチャー　第116号　1994

伝建地区 

1975　昭和50年　文化財保護法　改正 
伝統的建造物群保存地区制度　創設 

1976　昭和51年　 
特別保存修景地区　産寧坂地区、祇園新橋地区を伝統的建造物群保存地区に指定 

1979　昭和54年 
嵯峨鳥居本地区を伝統的建造物群保存地区に指定 

1988　昭和63年 
上賀茂地区を伝統的建造物群保存地区に指定

１．京都市の取り組み

1994　平成6年　「古都京都の文化財」ユネスコ世界遺産登録

京都駅ビル  

1992年　京都駅地区特区 

1997年　竣工

京都ホテル 

1994年　竣工

景観論争

京都・梅小路エリアガイド　ホームページより 

https://www.kyoto-umekouji.com/report/vol01.html
清水建設　ホームページより 
h t t p s : / / w w w . s h i m z . c o . j p / w o r k s /
jp_com_199405_kyotohotel.html １．京都市の取り組み

1995　平成７年　市街地景観条例を市街地景観整備条例に全面改定 
・市街地景観 
（美観地区、伝統的建造物群保存地区） 
建造物修景地区 
歴史的景観保全修景地区 
界わい景観保全修景地区 
沿道景観形成地区 

歴史的意匠建造物の指定制度 

・自然・歴史的景観 
（風致地区、歴史的風土保存地区、歴史的風土特別保存地区） 
近郊緑地保全区域、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区 
自然風景保全地区
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あったり、歴史的意匠建造物では近代建築もたくさん選
ばれています。

見直しの動きが高まる中で、1998 年に職住共存区整
備ガイドプランというのができました。先ほど見た幹線
道路に囲まれた田の字地区と丸太町通に面した一部を、
職住共存の地域として、歴史都市の中核＝センターとし
て考え直していきます。

「都心部の高度地区を見直していきましょう」という
市街地のコントロールは、1990 年代の後半から 2000
年前後にかけて、少しずつ図られていくことになります。
この頃は、幹線道路沿いの高さ制限は 45m で、あんこ
の部分（中身）の職住共存地区は 31m で、商業地域、

容積 400％に指定されていました。そこへ、①道路から
の距離に応じて壁面の後退を義務付ける、② 20m を超
える部分を道路からセットバックする、③容積率 300%
を超える共同住宅には，低層階で賑わいへの配慮を義務
付ける、などのルールを導入しました。また、景観重要
建造物という景観法に倣った建物の指定も始まります。

こうして 2007 年、京都市の取り組みではもっとも
大きかったと思われますが、新景観政策と銘打って、ダ
ウンゾーニングが行われました。先ほどの幹線道路沿い
が 31 メートルに、田の字地区の中身が 15m に切り下
げられた。どういう地域でダウンゾーニングが行われた
か、色分けがされた地図が京都市から出ているので、詳
しくはそれを見てください。その中に「市街地の概ね 3
割ぐらいで高さ規制の引き下げが行われた」と書かれて
います。職住共存地区については、次のように記されて
います：「歴史的市街地内の職住共存地区は、京町家の
町並みが多く残り、その中で伝統的な暮らしや生業が営
まれ、祇園祭をはじめとする伝統文化が継承されており、
こういった京都らしいヒューマンスケールの都市空間の
良さを継承するため、高さを 31m から 15m に引き下
げる」。

地域地区制度以外にも、建物を守り、建物の改修等
に資するような仕組みはいくつもあります。歴まち法を

歴史的景観を形成している建造物群がある地域

祇園町南地区　
祇園縄手・新門前
上京小川　西陣

歴史的景観保全修景地区

1996　平成８年　京都市風致地区条例 
美観地区、風致地区、歴史的風土特別保存地区の指定
を大幅に拡大 
山ろく部周辺など高さ制限を20ｍから15ｍに引き下げ 

1998　平成10年　職住共存地区整備ガイドプラン

１．京都市の取り組み

2003　平成15年　新しい建築のルール 

職住共存地区における高度地区の見直し 

美観地区の指定 

特別用途地域の指定 

2004　平成16年　景観法　文化財保護法改正 

景観重要建造物

１．京都市の取り組み

2007　平成19年　新景観政策 

ダウンゾーニング 
幹線道路沿い　45m→31m 
田の字地区　　31m→15m 

１．京都市の取り組み

高度地区指定

１．京都市の取り組み
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直近では、「景観政策の新たな進化」と銘打った新し
い京都市景観計画というのが出ています。これまでも折
に触れてお話してきましたが、パブリックコメントの時
に示された資料の 1 ページをご覧ください。今京都市
が京都をどういう風に守ろうと思っているかについて、
考え方がコンパクトにまとめられていると思います。こ
ういう形で景観規制をもって市外も含めて配慮してま
す、ということにはなっています。

歴史的町並み景観に関する制度の全体像です。地区
もあり、指定もあり、助成もあるけれど、後で課題のと
ころでまとめていきますが、実際に活動していると様々
な問題が起きているというのが実情です。

2. 京都市京町家の保全及び継承に関する条例
（1）概要

ここから、壊さないための法制度の話をしていきま
す。「京町家の保全及び継承に関する条例」です。「解体
する前に届け出てね」という仕組みで、2018 年から施
行されています。これも京都市が出しているパンフレッ
トの中で詳しく紹介されていますので、後ほどサイトを
見に行ってください。

利用して、歴史的風致形成建造物を指定します。「京都
を彩る建物や庭園」という制度は、財産として残したい
というものが公募されていて、まずリスト化しようとい
う動きがあります。

2012 年の京都市歴史的建築物の保存及び活用にする
条例は、３条条例適用除外と呼んでいますが、建築基準
法第３条に定められた同法の適用除外の要件である「現
状変更の規制及び保存のための措置を講じるその他条
例」となるものです。条例の定める条件を満たすことで、
建築基準法の適用が除外されます。あるいは全く違う観
点ですが、空き家の活用を進めるために、修繕費の一部
に補助を出す制度もあります。

2008　平成20年　　歴史まちづくり法 
（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律） 
歴史的風致形成建造物

１．京都市の取り組み

2011　平成23年　京都を彩る「建物や庭園」制度 
京都の財産として残したい建物や庭園を市民から募集 
「京都を彩る建物や庭園」としてリスト化 
文化財保護課 

2012　平成24年　京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 
３条条例適用除外 
景観的、文化的に特に重要なものとして位置付けられた建築物 
建築物の安全性等の維持向上を図ることにより、建築基準法の適用を除外する 

2013　平成25年　京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例 
１年以上、空き家の場合、改修費を一部助成

１．京都市の取り組み

新景観政策の新たな進化 
京都市景観計画　2021年4月７日施行 

１．京都市の取り組み

- 2 - 

 

１．「京都の景観の守るべき骨格」について 

京都市では，都市計画行政として早くから景観政策に取り組み，都市の成長や経済活動の活発化
に対応するため，常に制度の充実を行ってきました。その歩みは，市民の皆様の京都の景観に対す
る高い関心と，まちを美しくする日々の活動の積み重ねによって支えられてきたものと言えます。 
京都には，市民と事業者，行政が信頼関係の中で培ってきた，京都の景観を考えるうえで守るべ

き骨格となるデザイン原理が息づいており，今後のまちづくりを進める際にも，「京都の景観の守
るべき骨格（※）」を堅持した景観づくりの視点が重要です。 
さらに，京都の景観は，時代とともに，常に本物を追及しながら新しい要素を積極的に取り入れ

ていく京都の気風により，創造的に発展させながら受け継がれてきたものです。  
京都の伝統文化を尊重する中で更に創造的視点を加え，新たな優れた景観を創り，伝統と創造の

調和したまちづくりを推進する視点も重要です。 

※「京都の景観の守るべき骨格」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 京都らしい都市空間の構成 
・三方の山すそに行くに従って次第に
建築物が低くなる都市空間の構成 
・歴史的市街地のヒューマンスケール
な都市空間 

２ 自然・歴史的景観 
・風致地区や山ろく型建造物修景地区
の自然・歴史的景観 

３ 良好な市街地景観 
・美観地区の良好な市街地景観 
４ 眺望景観 
・「境内の眺め」や「通りの眺め」等の
優れた眺望景観 

※眺望景観を眺める場所（視点場）に近接す
る場所を近景デザイン保全区域に指定して
います。 

５ 歴史的町並み景観 
・伝統的建造物群保存地区，歴史的景観
保全修景地区及び界わい景観整備地
区の景観 

６ 歴史的資産周辺での景観づくり 
・文化財や景観重要建造物等の歴史的
資産に配慮した景観形成 京都の主な景観規制 

歴史的な建物・町並みを保全する制度はいろいろある。 

有効かどうか？

１．京都市の取り組み

２０１７年１１月２日可決、２０１８年５月施行 
解体届出制　壊さない仕組み 
保全と継承への支援    ←基本的に「努力義務」

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（１）概要
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たとえば、条例の中で所有者に呼びかけている案内
では、最初から「取り壊そうとする場合」と出てきてい
る。「できるだけ早い段階で届け出をしてくださったら、
支援制度の情報提供や活用方法なんかも考えますし、支
援しますよ」ということが言いたいのですが、「1 年前
に届けて違反したら罰則があります」というところが、
取り上げられてしまった。

最初の説明会の時には「こういう中でずっとずっと
守ってきたのに、今度壊すとなったらお金取るってどう
いうことやねん」みたいな反発がでました。この制度の
本当の意味、どうしてこの制度があるのか、その背景と
意義を重々伝えていかなければならないという感覚は当
初から強くありました。

ある説明会の会場で高齢の方が「遅すぎますな」と
一言おっしゃったのはとても印象に残っています。既に
周辺の環境がかなり荒れてきている中で、いったいこれ
からどうなりますかね、というような不安を市民が抱い
ているのです。支援というだけではなく、これからどう
していくかということを、みんなで考えていかないとい
けないなと思ったことを覚えています。

（4）現状

この制度には、建物を個別に指定するものと区域を
指定するものと二つ方法があって、助成の対象とか支援
の状況が少し異なります。このうち、個別指定の件数は
私が昨年の川越で報告した時は 600 件ぐらいだったん
ですけど、1 年あまりで 2 倍に伸びています。「自分の
家は京町家だ」、「次の助けが必要だ」と思っている方は、
自分で申請して指定を得て、様々な支援を受けることが
できるわけです。少しずつ認識は広がりつつあるのかな
というのが現状です。

地区指定に関しても、最初は、ある程度戸数がまと
まっていないと指定できないとか、町並みとして整って
ないといけない、というような意見が委員会でもあった

（2）いきさつ

この制度がどういう経緯で生まれたのか、というこ
とについては、町並み保存連盟の大会でも何度かお話を
してきました。2015 年に門川市長に要望書を出しまし
たが、その時は「日本酒で乾杯条例」みたいに、「条例
になったら、自分の住まいは京町家だとか、京町家を大
切にしよう、という認識が広がるきっかけになるのでは
ないか」という想いを持った方々が集まりました。「町
家のまま売ったり貸したり活用できるんだから、壊す前
に京都市に言ってくれたら、それを生かす方法を皆で考
えますよ」っていうような感じで出発したものです。

進めていく中で、なかなか趣旨が徹底されていない
と感じたので、セミナーやシンポジウムなど広報を繰り
返しました。これらの経緯についてはとりまとめている
サイトをご覧ください。ただこの制度は、みんなで相談
して次につなげていきましょうという仕組みが伴わない
と意味がないことははじめからわかっていました。それ
から「壊したらダメよ」といっているわけではない。壊
すことへの禁止令というのではなく、壊さないまま使っ
ていきましょうということなのですが、その意味合いが
十分に伝わらないままいろいろな反発が出てきました。

（3）所有者へ

経緯 
2015年12月 
門川京都市長に要望書を提出 

京町家再生研究会・京町家情報センター、京都府宅建業協会 
「町家のまま売る貸すなど受け継ぐために、壊す前に京都市に知ら
せる仕組みを作ってほしい」 

京町家の滅失を止めるきっかけになれば、という思い。 

仕組みを作らないと条例だけ作っても意味がない。 
本当の意味を知らせるためのシンポジウムを開催。

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（２）いきさつ

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（３）所有者へ

京町家所有者の方は、京町家を取り壊そうとする場合、できるだけ早い段階で京都
市まで届出をお願いします。 

届出いただいた後は、支援制度の情報提供や、事業者団体等と連携して活用方法の提
案・活用希望者とのマッチングなど、当該京町家を保全・継承するために必要な支
援を行います。 

※指定地区内の京町家及び個別指定の京町家については、解体に着手する日の1年前
までに届出が必要になります。 

※個別指定の京町家については、手続き違反に対して罰則（過料）があります。

個別指定　６３３軒（１年前）→１１４６軒（2021年3月現在）

増えている！→個人で認識する方が増えてきた 
周知・広報よりも大きな影響があった

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（４）現状
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ようです。景観形成整備地区とか修景地区とか、すでに
なんらかの地区指定されたところをもとに設定していく
ということもありました。これもだんだん広がってき
て、とうとう、2020 年から職住共存地区が地区指定の
範囲になります。最初から「町家全部を指定したらいい
のに」と言っていたのですが、ついに、この職住の田の
字の地区も地区指定に入った！というのが実感です。こ
のように、少しずつ皆さんの意識が変わってきたらいい
なと思っております。

ただ、職住共存地区が指定されたと言っても、沿道
のところは入っていません（右上）。また、仏壇関係の
町家がかなりの数で並んでいる万寿寺通は先に指定にさ
れていましたが、重複指定になっている、こういうとこ
ろもあります。

（5）課題

昨年の秋、ニュースになり、連盟の Facebook にもあ
がっていましたが、解体届を出しても、その後どうなっ
たかわからないものがあります。そこに載っていた再生
研の小島理事長のコメントが大切なのですね。条例の意
図をちゃんと説明して皆が認識しないと、制度は有効に
働かない。制度が働くようにするためには、先ほど中
村さんが団体としての広報の力というようなことをおっ

しゃっていましたけど、そういう活動もしていかないと
いけないなと痛感しています。

要するに、壊さない制度ができたから壊れないのかっ
ていうと、そうじゃなくて、それをきっかけにして支援
していく、あるいは関係者が共同していくっていう仕組
みをつくっていかないと、指定されてもどんどんダメに
なる。現にそうですね、届出を出してとにかく壊さない
と、とにかく次の活用をしないと駄目だとおっしゃられ
ているような方もおられるようですし、だからこの制度
があるから何とかなっているわけではなくて、やはりこ
の制度から、あるいは京町家に限らずですけれども、建

地区指定　京町家保全継承地区　１２地区
先斗町　               ←界わい景観整備地区 
祇園縄手・新門前　←歴史的景観保全修景地区 
祇園新橋　            ←伝統的建造物群保存地区 
万寿寺通（東洞院通から寺町通まで） 
紫野郷之上町，紫野上柏野町，紫野下柏野町，紫野中柏野町 
膏薬辻子 
姉小路界わい　      ←姉小路界わい地区地区計画 
祇園町南　            ←歴史的景観保全修景地区上京北野 
上京北野　            ←界わい景観整備地区 
職住共存 
西京樫原 
千両ヶ辻　            ←界わい景観整備地区 

検討中：本願寺、東寺、伏見南浜　←界わい景観整備地区

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（４）現状

職住共存　2020年3月 

地区指定

四条　五条
河原町　烏丸

地区指定

山崎正史　編『京の都市意匠　景観形成の伝統』 
プロセスアーキテクチャー　第116号　1994

地区指定

「京町家」解体届80軒、消息つかめず
京都新聞　2020年11月21日
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/420810

解体届　８１軒（うち指定は３３軒）（2020年11月まで）
マッチング制度の利用に至ったのは６軒

ＮＰＯ法人「京町家再生研究会」小島富佐江理事長
「仕組みはできても運用がうまくできておらず、検証すべき。京町家
の重要性や条例の意図を丁寧に時間をかけて説明し、市民や事業者の
意識を底上げする必要がある。」

課題
関係者が協働できる仕組み
京町家を起点としてこれまでの制度を組み替えることは可能か？

２．京都市京町家の保全及び継承に関する条例（５）課題
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今日事例としてお話しするのは、明倫学区のまちづく
り委員会です。四条通と烏丸通が交差していて、その西
北角のあたり、まさに京都のセントラルにあり、27 ヵ
町で構成されている学区です。

この中に京町家再生研究会の本部があり、また再生
研が関わった町家（ちょういえ）再生プロジェクトもあ
ります。まちづくり委員会とは、協議会制度ができる以
前から、いろいろな活動でご一緒することがあったので
すが、この制度ができたことがひとつのきっかけで、最
初はオブザーバー的に参加し、今は「本部があるから職
場の人」みたいな感覚で委員になっています。

（2）明倫まちづくり委員会

　そもそもは、「歩いて暮らせるまちづくり」とか、あ
るいは、まちごと美術館をめざして「まちの中でいろい
ろ楽しいことを企画し、自分たちのまちを知り、良い所
にしましょう」みたいな感覚で集まっていたそうです。
自治連合会の一組織として正式に認定された後、1995
年前後から、大型町家や路地家屋の一群が取り壊され
てマンションが建つという状況が非常に増えてきまし
た。そういう活動の履歴もあって、地区計画づくりを始
め、2007 年にはこの『まちづくりの目標と方針』がで
きます。その後、景観協議会制度ができた時、「どうさ

物あるいは人を主体として制度を読み替えていかないと
いけない。これが私自身が HUL に対してちょっと期待
しているところです。

上から制度をかけていくのではなく、ものあるいは
人の方から歴史的都市に生きている建物、個人、家族、
生活者として出発するようなことができないんだろうか
と思っているところです。

保全継承の条例そのものについてはこのような状況
であり、今少しずつ変わってはきている所だということ
で、報告を一旦おしまいにします。

3. 地域景観づくり協議会制度
（1）概要

次に、もうひとつのルール、地域景観づくり協議会
制度の仕組みと実態をお話ししたいと思います。景観整
備条例に基づく制度で、現在 12 地区が指定され、協議
会が設けられています。地域によって必要な手続きはい
ろいろです。

屋外広告物に対しても、京都市は景観政策の最初か
ら厳しい条例を定めました。多くの方が「広告を全部掛
け替えるんか」と言うてはりましたけれども、いざ広告
がなくなってきたら、四条通とかが本当にすっきりして
きました。時間はかかるけれども、実行されるとやはり
大きな影響がありました。

協議会制度ですが、建物を建て替えたり、広告物を
出したりする時、景観関係の条例にかかわることがあっ
たら、事前にその地区の方々と意見交換をし、その地区
のルールに則ったものを一緒に計画して実現していきま
しょう、という制度です。

12 地区の概況をある程度知っている人は、「あれ？」
と思われるかもしれません。団体のあり方、地域の広さ
となどは実にさまざまです、桂坂は、ニュータウンの計
画があったところで、必ずしも伝統的な建物を守るとい
うだけの制度ではありません。

３．地域景観づくり協議会制度（１）概要

京都市景観整備条例に基づく 
2012年より地区指定　現在12地区 

地域景観づくり計画書 
景観関係の手続きに先立ち 
　美観地区での認定 
　屋外広告物条例の許可など 

協議会と意見交換を実施

修徳景観づくり協議会 
先斗町まちづくり協議会 
西之町まちづくり協議会 
一念坂・二寧坂 古都に燃える会 
桂坂景観まちづくり協議会 
姉小路界隈まちづくり協議会 
明倫自治連合会 
仁和寺門前まちづくり協議会 
京の三条まちづくり協議会 
祇園新橋景観づくり協議会 
嵐山まちづくり協議会 
笹屋町一丁目（まもなく）

明倫学区

３．地域景観づくり協議会制度（２）明倫まちづくり委員会
いきさつ 
2000 平成12年　明倫学区自治連合会の部会として活動開始 
2002 平成14年　明倫自治連合会の一部会として正式に発足 
2003 平成15年    地区計画づくりスタート 
2007 平成19年   明倫学区「まちづくりの目標と方針」決定 
2009 平成21年   明倫学地区整備計画スタート 
2014 平成26年   景観協議会設立申請認定 
2015 平成27年   明倫学区景観協議会発足（６月１日）
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れますか」という京都市の方々とのご相談とかがあって、
2015 年に景観協議会を発足させ、いろいろな意見交換
が始まるようになりました。

まちづくり委員は、先ほどの長谷川委員長とあと男
性が２人、女性が 5 人という 8 人のメンバーでやって
います。プロというか、いわゆる建築家とか設計コンサ
ルタントはいなくて、地域住民でやっています。

（3）明倫学区の現状

明倫学区では、南北方向の、室町通と新町通がメイ
ンストリートです。長く呉服の問屋さんが中心の町で、
昭和 40 年代の非常に景気の良かった頃は、呉服屋さん
たちが自社ビルへ建て替えていきました。祇園祭の山鉾
を出す町が 13 ヵ町あり、祇園祭に対して非常に強い意
識を持っています。

今は 9 割ぐらいがマンション住民です。現在、賃貸
も合わせると 53 のマンションがあり、うち分譲が 27
という地域です。

明倫学区の今を象徴する写真です。新町通に沿った
六角町という町で、ここにはもともと大店の町家があり
ましたが、壊さはりましてホテルになりました。景観協
議会制度が始まる前でしたけど、町内や隣接の方々が非
常に努力され、かなりいろいろ意見を言われて、それを

取り入れながらホテルにされたところです。お祭の時は
幔幕を張ってくだすって、新しくホテルの建築の話があ
ると必ず、「ここを見に行ってください」と言います。

反対側は大きな病院で、こういうビルも隣りあって
います。こういうところにお祭の山がたちます。新しい
ものと古いもの、商いと暮らしが共存しているところで
す。伝建地区のように伝統的な建物ばかりがあって、そ
れを守ってるということではなく、このまちをどういう
風に更新していくかということが、まちづくりにとって
はとても重要なことになってきます。

ここ数年、ホテルがどんどん出てくるという事態が
おきました。意見交換の件数は、だいたいこんな風に推
移しています。件数と意見交換の数が違ってくるのは、
ひとつの案件が一回で済まないケースがあるからです。
５回、６回と回を重ねることもありますし、意見交換は
したんだけど駄目になってまた別の業者が来た、という
ようなこともあります。最近は月に 1 回ないし 2 回と
決めて、とてもお急ぎの場合は特別に対応するみたいな
形でやっています。

逆に言うと、これだけの建築更新活動がこの地域の
中であるということなのです。2000 年代の前半になっ
てからマンションはほぼ建たなくなったのですが、その
代わりホテルがこの10年余にグッと増えてきています。
●はマンション、▲はホテル・宿泊施設です。ホテルは、
2007 年以前は 3 軒でしたが、2015 年までに 2 軒、そ
の後、5 軒建ちました。そのうちのひとつはビルのコン
バージョンです。現在は 1 軒が工事中です（2021 年 6
月開業）。工事は完了したけど、オープンしないまま一
年以上が経っているものが 1 軒あります。

一方で町家を主とするゲストハウスもあって、サイ
トを調べると 11 軒ありました。路地奥に展開するゲス
トハウスが 6 軒、半分以上が路地奥でゲストハウスを
やっているということです。空き家条例のことを述べま
したが、空き家対策の関係で調査した時、幸いなことに、

31

明倫学区の中高層化 
人口　３、０７７人 
世帯　１，６９６世帯 
９割がマンション住民

３．地域景観づくり協議会制度（３）明倫学区の現状
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建築更新状況 

６階建以上 
■　1995年 
■　2005年 
■　2015年 

●　分譲マンション 
▲　ホテル

2015年より協議開始　計画書の表紙　学区を象徴する景観 
町家 
商業ビル（病院） 
ホテル 
マンション 

新旧　商いと暮らしが共存する

３．地域景観づくり協議会制度（３）明倫学区の現状

写真　井上成哉

３．地域景観づくり協議会制度（３）明倫学区の現状

意見交換数 

2015 （平成27）年度　　　９件　　９回 
2016 （平成28）年度　　２２件　２８回 
2017 （平成29）年度　　１４件　２５回 
2018 （平成30）年度　　２３件　４６回

総数　　　　　　　マンション 

2013（平成25）年度　５０棟 
2018（平成30）年度　５３棟

ホテル 

　３棟 
１０棟
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明倫ルールブックとは、協議会の制度が始まってい
ろいろ模索をしている中で、「はっきりこれは駄目です、
こうしてください」と言いたい、でも、重伝建地区の建
築意匠様式みたいなのは出せない。ちゃんとして欲し
いっていうのをどんなふうに言うか、とかなり苦労して
作りました。川越の「まちづくり規範」がお手本で、も
うずっと前から「あんなん作りたい！」と思っていたも
のです。これも明倫のサイトから見ていただけるので、
興味のある方は見ていただけたらと思います。

「こんな風なデザインにしてね」というより、「こう
いうことを考えてデザインしてくださいね」って言って

まるっきり空き家というのはこの地区ではほぼなく、す
ぐ次の事業者が入ってきています。次の建築更新、参入
する事業者などが問題になってきます。

（4）協議の実態

ホテルに次いで学区で問題になってるのは、飲食店
が急激に増えていることです。いくつか問題が起きたの
で、この 3 月に、「どうなってるのか見に行こう」とま
ちあるきをしました。「明倫学区にはまちづくり委員会
というのがあって、明倫のルールっていうのを作ってる
から、ルールブックを読んで協力してね」と、飲食店の
方々に一軒ずつお願いしようということで、8 人で手分
けして回りました。集計してみたら約 200 軒の飲食店
がありました。

このうち、景観協議会制度ができてから相談があっ
たのは 25 件あります。勝手に開業して依頼しても相談
に来なかったり、来てもらったけれどもそれ以上の改善
が見込めなかったり、という問題もいくつかあります。

今とても困っているのは、食べ物の匂いです。もと
もと呉服の問屋さんが多かったところで、身近な食べ物
や日常的なご飯やさんとか近所の方がいくようなお店は
ありましたが、今や、焼肉屋、カレー屋、韓国料理屋、
エスニックやら、いろいろなものが出てきて、観光客を
含めていろいろな人が来られます。

最近はコロナの影響で夜間の営業が厳しく規制され
ておりますが、夜中の 0 時を超えても、路上で大声で
喋る人、開放的なお店から漏れる音、店内では吸えない
から外でタバコを吸う人たちのポイ捨てとか、どういう
理由で話題になっているのか地域の人にとっては理解し
難いのですが、行列ができる店。幅 7、8m の車一方通
行の通りに並ばはって危ないし、京都の人は行列ができ
るのを「みっともない」と言いますが、そういうような
ところも何店舗かあります。それから駐輪、ただでさえ
狭い道路に自転車を止めるなどの問題がありました。

飲食店の増加 
約200軒 

臭い（カレー） 
騒音 
（路上で喋る、 
　開放的な店から漏れる） 
タバコのポイ捨て 
行列 
自転車　駐輪 

2020年２から3月 
「飲食店を経営の皆様にお願
い」

３．地域景観づくり協議会制度（４）明倫学区の現状

明倫ルールブック

新築、改修、看板設置などを検討する所有者、事業者など
一緒に検討

初期に相談

明倫ルールブック

ルールと 
注意喚起

見た目でわかるように

明倫ルールブック



12

では、意見交換で実際どういう事例があるかという
のを少しお見せします。

ひとつめの事例は痕跡が残っているので分かるかと
思いますが、手前に町家が建っていて、隣に高度経済成
長期に建てたビルがあった。これを両方壊さはりまして
ホテルを建てました。

次は工事中の写真で、お祭の時の仮囲いです。工事
関係者もこういうところは気を配ってくれはります。

こうしてホテルができました。この慢幕とかは、私
たちからするとちょっと違うなとは思うんですけど、一
応お祭への対応はしてくれてはります。

ます。「ちゃんと意見交換をしましょう」とも言ってます。
この時は、増え続ける宿泊施設がすごく問題だったので、

「基本こんなことを守ってくれなかったら宿泊施設はこ
の地域で開業しにくいよ」みたいなページも作りました。

デザインのことだけではなく、生活のルールという
ページも入れて、「基本、飲み屋街じゃないし、食べ物
屋街でもないし、ホテル街でもない。居住してる人がた
くさんいる地域なので、ちゃんと配慮してくださいね」
ということを訴えるようなルールを作りました。飲食店
の方にはここを読んでほしいということで配ったわけで
す。

事例１：ビルと町家

解体後

ホテルビスタプレミオ京都和邸　2018年開業

ホテル新築

田中源太郎邸　→　料亭

事例２：大型町家

写真　井上成哉

ホテルインターゲート京都 四条新町　2018年３月開業

新築ホテル

写真　井上成哉

町並みの整備に努力・協力

祇園祭のしつらえ

ホテルインターゲート京都 四条新町 提供
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お祭の時にも協力してくださいということを申し上
げたところ、保存会の方や町（ちょう）の方とも相談さ
れて、綺麗な慢幕を出してくれてはります。これは事業
者の方の意識の持ちようだと思うんですけれども、町内
会にも参加されています。別のホテルが建つ時の説明会
とかにも来てはって、いろいろ勉強されてるなというこ
とがわかります。最初の年は人通りが多いのでここにカ
ラーコーンを置いてはったんですけれども、次の日行っ
たら赤色のカラーコーンが、慢幕の色にあわせた青色の
ものになっていて、いろいろ気を配ってくれてはること
がわかりました。

三つめの事例は、現在建築中で、京都市の登録文化
財であったところです。表家（おもてや）だけが残って、
奥の部分は壊して 10 階のホテル棟が建っています。

この手前の所に、黒い共同棟が建っています。これ
はお風呂なんです。既に建っているマンションとの間に
できました。お風呂が通りに面しているなんてあり得な
いと言っていたのですが、建ってしまいました。

先ほどゲストハウスの話もちょっとしましたが、コ
ロナ禍でゲストハウスもいくつか閉められています。こ
こはかなり古くからやっておられましたが、コロナ前か
ら閉めておられます。横の路地の奥に 4 軒長屋をゲス
トハウスにしたところがありまして、その時も協議会で
いいろいろ話をしました。路地内にゲストハウスが増え
ていた頃です。この路地奥の協議会の、町への説明の時
には、ここのオーナーも出てきてくれはったりとか、そ
ういうようなこともあって、ゲストハウスをめぐる状況
は、ちょっとずつ変わってきています。

（5）課題

協議会制度について、課題をまとめます。このあた
りは職住共存地区の上に京町家の保全継承地区が重ねら
れているんですけれども、文字通りにそうはならない。

ピンクの枠が明倫学区の範囲です。烏丸通、御池通、

二つめの事例は、住民のアンケートによりリスト化
した「明倫学区で残したい建物」に入っていた、もとも
と実業家の家が料亭として使われていたものです。これ
が壊れましてホテルになりました。もうダウンゾーニン
グが実施されているので、5 階建てです。

ここも何度も相談して、最初はどうなるのかと思っ
たんですが、「子供達も通学します」、「タクシーがいっ
ぱい停まる、リネンなど搬出入の車が長時間駐車するな
どは困ります」などなどいろいろお願いして、セットバッ
クを広くしてもらうとか、景観を考えてもらうとか、申
し出て、こうなりました。

京都市登録文化財 
表屋の一部を残してホテル建設写真

事例３：京都市登録文化財

写真　井上成哉

カンデオホテルズ京都烏丸六角 
2021年6月開業 
写真　井上成哉

現状

奥に１０階建ホテル 
隣接マンションとの間に４階建共同棟

ゲストハウス 
     路地内に増加

ゲストハウス ３．地域景観づくり協議会制度（５）課題
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きることを考えながらやっていきたいと思っています。

4. まとめ
課題

与えられた時間は超過しているのですが、これから
の課題をお話ししてまとめとします。

今回は景観のことを中心にお話をしましたが、この
中心市街地では、どうしても木造の建物がもつ弱点と言
われがちな防災という面があります。時々「防災と景観
でどっちが重要やねん」って言われるんですけど、景観
は外見（そとみ）だけじゃないっていうことを確認しな

四条通は非常に通りが広く、高さ規制は 45m から 31m
に引き下げられましたが、通りから 30m 内側までが高
さ 31m の範囲に入ると言われました。街区のあんこの
部分まで、制度としては沿道の範囲に入ってしまう。先
ほどのホテルはここにひっかかってるんですね。なので
10 階が建っちゃう。配慮の方向が違うなと感じました。
沿道に接しているから高さ 31 m はわかるけど、ブロッ
クの中でも制度にかかっていれば高さ 31m 可能という
のはちょっと違うんじゃないかなと思うんですが、制度
の上にいろんな制度を重ねていってしまうことの、ひと
つの問題点だと思います。

「新景観政策がさらなる進化を遂げた」ということに
なっています（2019 年 4 月答申）。その中で、ホテル
が建つ時に計画段階から説明会だけじゃなくて意見交換
ができるという制度も作られることになった。そうなっ
ても、数量的な規制の方が優先するので、こちらの意見
を押し通すのがなかなか難しい状況は変わりません。

こんな文句を言っていても残念なので、やっぱりま
ちなかで楽しいところがあるんだよっていうのを、別の
方法でも伝えたいし、皆さんと共有したい。ということ
で、「めいりん、まちなかの楽しみ」を企画しました。

最初に述べたように、まちづくり委員会では、まち
なか全体を美術館に見立てるという取り組みを行なって
います。見せるための美術館ではなくて、まち全体でい
ろいろな文化や歴史が感じられるようなところにした
い、ということで、1 年前に企画をしました。まちのあ
ちこちで音楽が聞けたらいいね、町家でジャズやったり、
ホテルで二胡をやったり、あるいは子供のお茶会をやっ
たり。これが去年の 3 月 1 日の話で、ギリギリまで頑張っ
たんですけど、やっぱり無理そうということで諦めまし
た。

2021 年にできるかなと思って再度トライしてみまし
たが、やはり 11 月にひと息入れた頃から第三波がやっ
てきて諦めました。今後も、全体で楽しいこと、共有で

３．地域景観づくり協議会制度（５）課題

まちなか全体で

４．まとめ　課題
景観と防災 

合法　適法　私権 
　けらばを重ねる 
　トンネル路地 

火災 
祇園町南側　割烹料理店 
2018年5月12日 

祇園町南側　複合テナントの町家 
2019年7月8日 

臭気 
祇園新橋　焼き鳥店 
2019年4月開業 

←煙や臭気は景観にはいるのか？

飲食店の問題

先斗町 
２０１６年７月５日１９時 
飲食店火災 
地域や関係機関の努力で 
被害を最小限に

通称龍馬通の
道路界から
２０ｍ

鴨

川

木
屋
町
通

先
斗
町
通

先斗町通の
道路界から
２０ｍ

先斗町通の
道路界から
２０ｍ

先斗町京町家保全継承地区
（赤枠範囲内）

※ 先斗町界わい景観整備地区と同範囲

2018年1月20日夜10時頃 
東山区　ゲストハウスの火災 
     
駆け付け要件  
2020年4月全面実施 
10分以内で駆けつけられるように 
800メートル以内に管理者常駐を義務付ける 

宿泊税（2018年10月より）など 
簡易宿所事業者の負担増 

←地域の問題 

ゲストハウスの火災
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祇園祭が合同巡行だったのは御霊会以来 1200 年の中
の 50 年です。そう思ったら、次の 50 年、100 年を考
えていく歴史的視野を常に持たないといけないと思って
います。

もうひとつのきっかけは、学生さんが見学したり授
業をしたりすると、必ず「町家って住めるんですね」っ
ていう感想を述べる子がいることです。びっくりします。
彼らにとって町家はカフェやゲストハウスなんです、も
はや。でも、住めるんだっていうことに気が付く。「家」っ
て書いてあるやんって言うんですけど、その認識がある
時来るんですね。町家はひとつでも残って欲しいし、残
す方法としていろんな活用を考えるけれども、やっぱり
住まないと、住んでいかないと駄目だな、集まって住むっ
てやっぱり大切だなと。歴史都市というのはやはり進み
続けていくことなんだなという感覚が、私が HUL の話
を聞いている中で少しずつ感じていることです。

HUL のステップを踏まえて
HUL のステップに従って、少し考えてみました。こ

れが今日のまとめです。

1）まずどこが歴史地区の範囲なのか。先ほど中村さ
んおっしゃっていたように、城下町のように区切りがあ
るわけではないので、そういう意味では京都はちょっと
難しいところがある。ただ三山に囲まれてることによっ
て自覚されている、歴史都市・平安京の空間という感覚
はあると思います。その中で旧市街地は、囲まれている
盆地の一部なんだというような逆からの感覚みたいなも
のも必要であって、自然環境とともにある市街地として
この範囲を重層的に考えられないのかなという風に思い
ます。（参考：昔、地方から出てきた丁稚さんとかにとっ
て、比叡山と愛宕山は方角を知る手掛かりだったそうで
す。旧市街地から山が見えることが必要だったのです。
五山の送り火を拝むという習慣も昭和 40 年頃まであっ
たと聞いています。）

いといけないと、いつも思っています。形だけ整えたら
いいのではなく、きちんと住めるようにすればいい景観
はできるはずだし、防災まちづくりにも繋がるはずだと
いうことを言ってます。でも、なかなかその考え方が伝
わらないので、これからやらなきゃいけないことのひと
つだと思っています。

また、合法・適法という話になると、どうしても個
人の私権という話が出てくる。そうなるとうまくいかな
いことがあります。

問題提起

以上を踏まえて問題提起ということなんですが、「さ
てそれからである。」というのは、まちづくり委員会の
長谷川委員長が、釜座町の町家（ちょういえ）が改修さ
れた後におっしゃった言葉です。「直ったんだから、こ
れからやらんとあかんことがある」っておっしゃったこ
とを思い出しながら、これからのことを考えたいと思い
ます。

ふたつのきっかけがあります。ひとつは祇園祭のこ
とです。私が祇園祭の調査を始めた時には、祇園祭は少
し形を変えていました。1966 年（昭和 41）、高度経済
成長期に前祭（さきまつり）と後祭（あとまつり）が合
同化されていたのです。それが 2014 年に、ある鉾が復
興することによって、49 年ぶりに後祭が復活すること
になりました。こんなことが自分が生きてる間に起きる
なんて思ってもいなかった。みんなの想いがあれば、も
ういっぺん見直すということができるんだっていうこと
に気づきました。

町会所も、ビル化する町会所、マンションの中に設
けられる町会所が増えていたんですけれども、一方で町
内の家を町（ちょう）に渡してそこを町家（ちょうい
え）として使っていくという事例や、あるいはお祭の時
は使ってくださいという町家（まちや）が出てきたりと
か、少し変わってきたこともあります。

４．まとめ　問題提起

「さて、それからである。」 

祇園祭　49年ぶりに後祭が復活 
→平安遷都以来1200年の中の50年 
次の50年、100年に向けて 

学生「町家って住めるんですね」 
←カフェやゲストハウスが普通だと思っている。 
「家」なのに！ 

住まないと町家ではない。 
集まって住むことにより「都市」となる。 
住み続けることによって「歴史都市」となる。

４．まとめ　HULのステップを踏まえて

１　範囲 
三山、御土居、旧市街地（田の字）　山に囲まれていることを自覚する 

２　意味が重なった層 
世界遺産の寺社仏閣 
近代建築　疎水 
昭和初期型 

３　アイデンティティ、コミュニティの強化 
学区
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2）歴史のレイヤーということでは、確かに、謂れも
あり歴史もある世界遺産の寺社仏閣がありますが、たく
さんの近代建築や疏水に関わる様々な機構も積み重なっ
ています。町家だけをとっても、たとえば「これは昭和
初期型やね」と説明する町家があります。それは表が木
格子でなくて、半分ぐらいが真鍮の金属製の格子、下は
石やタイルを張ってるようなモダンな、その当時として
は事務所風とか、近代建築に倣ってオシャレだと思って
作った町家です。町家の形にも流行があって層をなして
いる。このごろは、1 階の外壁や土壁が全くなくて通り
に面したところが全部強化ガラスみたいな町家も出てき
ました。それが「これ平成型やね」とか言えるようになっ
ていくんだろうかということを考えながら、「今度はこ
ういうデザインしてほしいですね」みたいなこと言わん
といかんねやなぁと思っています。

3）もうひとつ、「アイデンティティとコミュニティ
の強化」として、京都には学区という、30 ぐらいの町
で成立している元小学校単位が幸いにしてあります。こ
れはまだまだ機能しています。明倫学区は、呉服の問屋
さんとか、気概のある方々が住んでいたところですし、
隣は堀川に近くて染物屋さんの職人さんが多い地域であ
るとか、先ほどの万寿寺通は仏壇関係の職人さんが多い
所、西陣だったら織屋さんがたくさんあった所、それぞ
れの地域によって建物の感じも微妙に違います。考え方
も少しずつ違います。そういうものを意識して評価して
いくことが必要になってくると思います。

4）都市文化の無形のこともきちんとしないといけな
い。これはまさに住むということがそうですし、明倫だっ
たら祇園祭があり、地蔵盆は各町にあります。

5）問題はやはり次の 5 になってくる。木造建築を更
新していくのか、あるいは木造は木造、耐火建築は耐火
建築のような形で考えていくのか、というのは、随分い
ろいろ検討しないといけない事柄と思っています。今こ
こではあまり良い答えが出来ません。

6）次の環境の意味は、先ほど中村さんがおっしゃっ
てましたけれども、コロナは伝統的な建物の住まい方を
再認識する良い機会じゃないかと思っています。換気し
なきゃいけないのに、今は窓の開かない教室とかあるん
ですけれども、町家の建物は、風の通り道があって、自
然のエネルギーをうまく使えるような仕組みがあって、
それぞれの地域の風土に合った住み方を体現してます。
それが今も生き続けることができる。これはコロナの時
代だからこそ言えるという風に思っています。

7）最後に言いたいのが教育の機会のことです。幸い
にも子供たちに町家を見学してもらう機会を作ることが
あって、再生研でも、小島さんのお宅でもやっていま
す。これは 2019 年に子供達が来られた時、こうやって
暗くしたら涼しく感じるなーとか、この部屋は座敷なの
で家具はないですね。そうすると子供達は片付けると涼
しくなるんだっていう発見をします。古い時代の勉強を
するんじゃなくて、今の時代にどういう風に感じられる
かという場を提供していかなければいけないと思ってい
ます。

そういう中で、文化庁の支援助成を受けて、親子体
験教室を、2018 年、2019 年の 2 回行いました。去年
は残念ながらできませんでしたが、単純にお茶とかお花
とかを伝統文化として体験するというのではなく、お掃

４　都市文化の無形の側面 
まさに「住む」！ 
祭礼　祇園祭、地蔵盆 

５　都市開発と保全 
木造建築を更新する 

６　環境 
コロナ禍　三密回避　換気　 

風の通り道がある。 
エネルギーを使わなくても快適に暮らせる。 
風土に合った住み方を再認識する。

４．まとめ　HULのステップを踏まえて

７　教育 
子供たち、学生たちが本物に触れる機会を作る 

「家具がない」→片付けると涼しくなる 
「薄暗いと涼しさを感じる」 

小学校の教材を作成中

2019年6月26日、27日、28日 
京町家再生研究会本部（小島宅） 
高倉小学校６年生「夏の暮らし」（家庭科） 
指導：福井博美（家庭科教員）、岸田蘭子（校長）

４．まとめ　HULのステップを踏まえて

平成３０年度伝統文化親子教室事業

日程 テーマ 会場 お菓子
２０１８年 
７月１５日 京町家の話・祇園祭 本部小島宅 くず焼き

８月　５日 お掃除体験 本部小島宅 葛桜

９月２３日 ベンガラ塗り体験 Arisa House Museum 豆餅

１０月２１日 土壁塗り体験 あけびわ路地 栗餅

１１月２５日 炭起こし体験 本部小島宅 亥の子餅

１２月１６日 障子のはりかえ体験 本部小島宅 三笠

２０１９年 
１月２０日 掛け軸を扱う・小正月 本部小島宅 花びら餅

３月１０日 子ども茶会 本部小島宅 ひちぎり

親子体験教室
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今にどういう風にいかせるかということを、建物の中身
の感覚から醸成してもらいたいという風に思って取り組
んでいます。実測したり、提案したりしてもらうわけで
すが、この建物をいっぺんリノベーションしたらどうし
ますか、という課題に対して、一昨年は「住宅にします」っ
ていうのが出てきて、若い人の感覚も少しは変わってき
てるんだなという風には思っています。

8）最後に、どんな制度ができても、行政にお任せし
てしまうのではなく、お金を儲けたい事業者との間では
必ず調整機関が必要になってくると思っています。そう
いう団体としてがんばる必要もあるようです。再生研の

除したり伝統建築のやり方もちょっと試してみたり。こ
ういう機会を、若い人たちと一緒にやっていかないとい
けないなという風に思っています。

もうひとつ、建築や設計に関わる人達の意識の問題
があります。で設計塾を 3 年ほど実施しました。去年
はそれまでの OBOG に実践の場を提供するみたいなこ
とちょっとやってみたんですけど、今年はオンラインで
もやってみようと思っています。

設計塾では、建築の方法を教えるというよりも、町
家の生活体験を共にして、畳やこういう空間でどういう
生活があるのか、古い生活を見るとか楽しむではなくて、

夏の暑さを感じながら　籐筵（とむしろ）の雑巾がけ
第２回　お掃除体験

親子体験教室

2019年9月8日（日）13時30分から15時　あけびわ路地 

中塗りの体験　大福餅

親子体験教室

親子体験教室
かねてから懸案事項であった、子どもの町家体験がようやく実現した。子どもたちと町家につ
いての体験を一緒に出来る機会がないものだろうかと折りに触れ、幹事会で話をしていたこと
が７月の祇園祭からスタートした。真夏から真冬まで、７回の体験を小学生と親御さんに体験
してもらう企画である。

この体験会で目的としていることは、本当の物を触ってもらう、感じてもらうということ、言
い換えれば、きれいなものを見てもらいたいということにもなる。京都の住まい方の感覚は言
葉ではなかなか表現ができない。それを家の中にはいること、物を扱うこと、触れることで感
じてもらいたい。そこから京都の住まい方の基本を体で覚えてほしいと思っている。一朝一夕
では出来ないと思われるかもしれないが、子どもたちは鋭い感性をもっている。だから最初に
見るもの、触れるものは良いもの、本当のものでないとその感性がにぶってしまうことになる
だろう。こちらも緊張することではあるが、その最初のきっかけとなる体験を大切に進めたい
と思っている。

京都市の友好姉妹都市ボストンにはチルドレンミュージアムがあり、その建物の中には京都か
ら運ばれた町家が建っている。ボストンの子どもたちはその町家で日本の住まい、住まい方を
学ぶ機会がある。もちろん誰でも入場料を払えば誰でも入れる。京都にもこのような町家があ
れば、たくさんのこどもたちが京都の暮らしをもっと身近に感じてくれるようになるのではと
思っている。

小島富佐江　京町家再生研究会　理事長

（京町家通信　１２０号より編集）

特定非営利活動法人 京町家再生研究会 

�京町家の改修設計���講座� 
第３期 受講生募集! 

講座予定日:2019/11/9、12/10、2020/1/14、2/11、3/10、4/14、5/16 

 

１ 期  間   2019 年 11 月～ 2020 年 5 月  

� 日  �  �７日間（�月１�（第���日�（５�）、第���日�（2 �）） 

３ 会  場  京町家再生研究会��（����交��から��５�）�か 

４ 受 講 料   30,000 円 （京町家再生研究会の会員または学生は 15,000 円） 
          ※交通費、食費等は個人実費負担 ※納入後の返金不可 
５ 募集人数  15 名程度 

６ 応募資格  ・京町家の改修設計を行う or これから取組もうとする設計者 ・建築を学ぶ学生  

７ 講義内容 京町家総論 再生事例の実測調査と改修設計 見学会など 

８ 講  師  京町家再生研究会の会員など 

９ 申込方法 メール saisei@kyomachiya.net にて、必要事項を記入し、お申込みください。 

【必要事項】（応募者多数の場合は選考があります） 
��名（�りがな）、�年�、���・����、�����（日中��が取れるもの）、 
�メール����、 ��務先または�学名、  
�建築設計等の��（��に。京町家の設計��があれ��せて記�）、���動�（��に） 

 
■問合わせ先:京町家再生研究会事務局 

〒604-8214 
 京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 384 

TEL 075-221-3340 FAX 075-231-0727 
E-mail saisei@kyomachiya.net 

 
 
 

■Face�ook、�nsta�ram �活動の��を���さい 

 

設計塾

設計塾

町家の生活体験がない若い世代と一緒に考える。

本部表屋２階にて　　　　　釡座町町家にて

釡座町町家にて実測

設計塾
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模索しているところです。こういうものが皆さんと情報
が共有できるようになったらしたいと思っています。

というわけでだいーぶ伸びましたが、私の事例紹介
はこれで終わりたいと思います。失礼いたします。

［質疑］
福川：丹羽さん、本当にありがとうございました。

長年にわたる京都の景観問題と政策の経過、とくに町家
保存継承条例と景観づくり協議会の活動と実態を、1 時
間で簡潔かつ過不足なく、しかも住民の視点で報告をし
ていただきました。最後は HUL を踏まえたまとめもし
ていただきました。このままずっと聞いていたい感じで
すが、これからは質問を通して補足していきたいと思い
ます。
　（町家保存継承条例のこと）

最初の景観制度のあたりは飛ばして、もっとも気が
かりな町家保全継承条例のことを聞きたいと思います。
条例制定以来、折に触れてお話をうかがっている限りだ
と、苦戦しているような印象でいたのですが、今日のお
話だとそうでもなくて、ずいぶん進化してるようにうか
がいました。そういう認識でいいですか 。
丹羽：当初はどうなることか、本当に有効になるの

かと思ったこともあったんですが、少しずつ広がってい
るという感じです。ただやっぱり住んでる人が認識を変
えないと難しいことで、それがはっきりしてきたという
ことですね。「条例だから守って下さい」という制度で
はないということも感じています。ただ浸透していけば、
京町家が核になっていろいろなことができる可能性はあ
ると思っています。
福川：ひとつは個別指定という、自分で制度へ参加

することを選択する人の数が増えている。それから指定
地区が増えていることにびっくりしました。京都の町並
みのコアである明倫学区を含む職住共存地区が新たな対
象となったとことですね。やっぱり町家の所有者の方々
に、そういう制度があるのはいいなと思う人が増えてき
たという捉え方でいいですね。
丹羽：それでいいと思います。
福川：すごいなー。何度も言っているように、日本

には歴史環境を守る制度は山のようにあるんだけれど
も、取り壊しを防ぐ制度はほとんどない。ほとんどがイ
ンセンティブ型の、建物を直すと補助金がもらえるとい
うタイプです。壊すなという規制をかけると私権の制限
ということになるので、インセンティブを与えることで
壊さず活用してもらうという、正しいんだけれども壊す
ことには無力な制度が増えてしまっている。そのような

中では、防災を含めて健全に直していく方法を模索して
いるところです。

これは、長屋をもういっぺん、本当に賃貸の長屋と
して再生していくという試みです。

次は、上辺と右辺に通りがある敷地で、上側は表に
面してるんですけど、このブロックの中にあった、路地
の空間を、中庭として共有することによって、ひとつの
コミュニティを作っていくみたいな、そういうような取
り組みです。

現行制度を調整しながら作っていくわけですが、今
の制度の中にいると、隙間でできることもあるし、でき
ないこともあり、防災も景観も含めてやっていく方法を

８　事業者と行政の間にある組織として 

４．まとめ　HULのステップを踏まえて

63

あけびわ路地 
回り路地の長屋５戸１棟を借家として改修

路地再生の実践例

アトリエRYO提供

64

もみじの小路
路地再生の実践例

アトリエRYO提供 
photo©Yuya Miki
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悠長なことは言ってないで、京都市全域を指定してくだ
さい」と言いました。それはなかなか難しいということ
で、当初は伝建地区とかの指定のあるところだけが指定
になりました。私たちは「そんな二重も三重も指定した
ら手間と時間がかかるばっかりだから、全部を指定して
ください」っていうことをずっと言い続けています。今
も言い続けています。

個別指定については、何万軒とあるものを、いちい
ち指定していくことに膨大な時間がかかります。指定の
委員会が立ち上がっているのですが、私たちは「全部指
定すれば良い」と今も言い続けています。

いろいろな法律や条例ができてきますが、行政が厳
しいことを言っても、私たち（民間、または NPO）が
ちゃんとサポートするということを前面に出して、みん
なが走り回らないといけないというのが今回のいろいろ
な流れの中でよくわかった話です。今担当されている行
政マンたちはものすごく忙しい目をされてますので、な
るべく手伝いたいと思います。私たちが手伝うなんてと
んでもない、いらんと思ってはるかもしれませんが、み
んなの苦労の末にできたものなので。ただ、住民から提
案をあげるというのは強いので、どんな形であれ行政に
はきちっとした話を持っていくべきだと私は思っており
ます。 
福川：「きちっとした話」とは？
小島：専門家の方の意見も大事ですが、私たちは、

そこに住んでいる住民がどのように考えているかという
ことが一番大事だと思っています。インバウンドのおか
げで、京都の中はホテルが乱立してしまって、地域住
民はここ 5 年以上、もう辟易している部分があります。
このコロナ禍で止まってる今が私はチャンスだと思って
ます。逆に地域の保全ということに向いていると思って
おります。皆さん、コロナでショックを受けずに、今が
止まってるからチャンスだと思いましょう。せいぜい自
分たちの能力を高めて、どういうやり方をするかを専門
家とよく相談して、行政に働きかけをするいいきっかけ
になると思います。地域を守るためには、今がチャンス
です。
福川：ちょっと質問なんですけど、再生研は以前か

ら流通を重視していて、不動産屋さんとの共同と言うの
が特徴になっていたと思うんですが、今びっくりするよ
うな連合ができたというお話でしたが、以前からそうい
う繋がりがあったということじゃないですか。
小島：もちろんそうです。情報センターの動きは常

に再生研に入りますし、私も情報センターのミーティン
グには、何か大事な時には必ず参加するようにしており

中で京都のこの条例は第３の道を示す手法として注目し
ていました。中村さん、どうですか。
中村：誰がどういう経緯で、どこが動いて条例がで

きたのかというのをお聞きしたかったです。たとえば、
倉敷でこういう制度を作るときに、各地区でどういう動
き方をしたらよいのか、というのが一番気になるところ
です。
丹羽：京町家情報センター（以下、情報センター）

という不動産関係の方々が集まっている組織で、町家が
どんどん壊されていく中、止めるきっかけを作りたい、
自分達としてできることがあれば何かしたい、「日本酒
で乾杯」条例みたいな形で認識して貰えばいいなあとい
うことが始まりです。このときびっくりだったのは、再
生研と宅建業界の方と協働したということです。
小島：ご無沙汰しています。小島です。この条例に

ついては、町家の流通を主になさっている不動産屋さん
達が「これ以上町家がなくなると、自分たちのお商売の
範囲が狭まる」ということが大きく関わっています。逆
にいうと、そこまで町家の流通が行われているという実
証だと思うんですが、情報センターの総会の時に、みん
なで話をしていて、「町家を潰すのを止めるようなこと
ができひんかなあ」という話になりました。「それは重
要なことやから考えよう」ということになって、再生研
のメンバーと話をして、「提言書を作ろう」ということ
になりました。情報センターと宅建業界と京町家再生研
究会という、びっくりするような取り合わせですが、そ
の三者が集まって京都市長に提言書を持って行きまし
た。京都市長も町家についてはご理解のある方ですので、
条例を作る審議会が立ち上がり、進んでいったわけです。

私権の制限に係る話ですので、ここの議論はとても
大変でした。法学の先生は私権に障ることに対してはす
ごく慎重になられます。私たちは「もうこれ以上潰した
らあかんから止めよう」ということで、行政的な工夫を
いろいろ考えて、やっとこの条例ができたわけですね。

条例ができても運用についてどうするかというのは、
その時点ではまだまだ難しかったんですが、やっと最近
になって動き始めました。行政の方々も作るまでは作る
ために走り回って、今度は運用するためにいろいろ説明
会をされました。審議会の私達は「その説明会に私たち
が出向いて説明をしてもいいから、もっと審議会の委員
を使ったらいいよ」と行政の方々には伝えていたのです
が、すごく頑張って自分たちでそこらじゅうを回らはり
ました。

その時は職住共存地区の話は全くありませんでした。
審議会の強硬派、私たちですが、「地区を指定するなんて、
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ます。例えば、この間トンネル路地を潰すというのが大
問題になった時は、必ず情報センターの方から再生研に
声がかかります。意見を出してくださいとか、何かして
ください、というようなことがありますので、お互いに
良いと思われることについては、やり取りをずっと続け
ております。情報センターもできて 20 年になりますの
で、これも長年の積み重ねだと思います。
福川：少し明るい未来が開けるような気がしてきた

んですけれども、結局、枠組みを作っただけではダメで、
内実を高める努力を持続的に続けなければいけない。で
も枠組みもそう悪くはなかった。
小島：多分ね、町がものすごく急激に変わる京都は、

「それじゃないほうがいい」という方にみんながいま向
きはじめたんだと思います。
福川：あと思うのは、京都では町家に不動産価値が

ついているということですね。
小島：それは不動産屋さん達の努力の賜物であると

言った方がいいのかなと思います。「え、これ町家って
いうか？」というものまで、町家として扱われています。
そうすると何割か高く売れるそうです。
福川：不動産屋さんの努力もあるけれど、そういう

ものを求める消費者、市民の動きもあるということです
よね。それはすごいな。それがほかの町でもあるかどう
かだけど。奈良まちづくりセンターの米村さん、奈良は
どうですか、それぐらいの勢いはありますか？
米村：奈良も、そのイメージに近づいているような

気がします。ただ、スピード感は京都と全然違う。
福川：京都の継承条例を奈良でも適用するというこ

とはあるでしょうか？
米村：うーん、もう少し勉強してみないと。
福川：この条例のもとでは、町家を取り壊す時に届

出をすることが義務となり、指定地区では１年間取り壊
しが禁止され、その間に引き取り手を探すマッチングが
行われます。この条例のもうひとつの肝は、このマッチ
ングにあると思うのですが、そのマッチングに至る成功
確率は高まってるんですか。
小島：難しいですね。今まではお商売関係の方が、

それなりの家賃でも借りたり買ったりしたと思うんです
が、今ちょっと止まった状態ですね。ここで落ち着いて
考え直した方がいいと思います。マッチングは、本当に
個人の努力なので、なかなか大変なことだと思います。
ですから、ますますネットワークをしっかりしないと機
能しないことになっていくと思います。
　（職住共存特別用途地区）

福川：この件はこれぐらいにして、もうひとつ、重

要な役割を果たしていると思ったのが、職住共存地区の
設定だったと思うのですが、この地区指定は結構、画期
的だったんですね？
小島：それこそ町家再生研究会ができた頃から、そ

ういう話がずーっとありました。まちなかのほとんどは
商業地域で何でもかんでもやりたい放題ですが、そこに
職住共存特別用途地区という地区指定をした。行政に
キーパーソンがいらっしゃったのですが、その人たちの
動きがあったからこそだと思うんです。そのために京都
市は割と早くから、地域とか、私たちを始めたくさんの
NPO 団体と話し合い、意見も吸い上げて、検討された
ようです。

職住共存地区というのは、職住を共存するという目
的が大きく出ていて、当たり前のように考えられていて、
その存在価値にあまり気がついていませんでした。最近
になって、今回の地区指定のところに出てきたわけです
ね。「そういえば職住共存地区というのがあるやないか」
という話になって（笑）。ある先生がおっしゃってくだ
さったのですが、「そうやそうや」と、今回の指定の理
由づけになったようです。だから、もう一回過去のもの
を紐解いて、全部細かくチェックしてみるということも
必要なのかもしれません。何が使えるかと言う欲を出し
て見てみることも必要かもしれないです。
福川：特別用途地区という制度は、都市計画法制定

の当初からあって、しかし影の薄い制度だったのですが、
中心市街地活性化が課題になった時に急浮上して、法律
も改正されいろいろ使われるようになりました。それが
まさに功を奏したということですね。
　（景観協議会について）

もうひとつの焦点、地域景観まちづくり協議会のこ
とですが、非常に活発に協議が行われているようです。
しかし、建築基準法などで決まっているルールをさらに
一歩進めるというところまで行くのはなかなか大変では
ないかと思うんですが、その辺はかなり粘っこく頑張っ
てらっしゃる、そういう理解でよろしいでしょうか。
小島：あの手この手を使っております。大手企業が

来られたり、町場の大工さんが来られたり、いろいろな
人が来られます。大手は組織論になってしまって、「上
に話を通さないと」なんていう意見が出る時にはこちら
も「社長に手紙を書こう」みたいなことまでやるわけで
す。上手に誘導するということを私たちも学ばないとい
けないなと。片っぽで厳しいことを言うて、片っぽでま
あまあとやるとか、委員会の役割分担みたいなことも最
近学ぶようにもなりました。権限は持たされていない
ので、ダメと言うてもそれがダメにならないので、ここ
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は大変なんですが、この地域にいろいろなことで入って
来られる方々と喧嘩をしても意味はないと思っておりま
す。なるべく喧嘩をせずに、機嫌よくお互いができるよ
うな関係性を築こうと最近は努力してます。
福川：これも大変なお仕事ですね。
小島：本当に「私たちは何のためにやっているのか」

とよく言ってますが、それでも地域が綺麗になって、私
たちと意見をうまく戦わせてくださって、結果としてう
まくいくとホッとします。先ほどのホテルもそうですが、
とても地域に対して協力してくださっていて、「まちな
かコンサートをやりたい」と言った時も、大きな組織で
すがすぐに上にあげてくれはって、即 OK がおりて、「さ
あ」という時にコロナで止まりましたが、これからも付
き合いは長くなりますので、そういうお付き合いをひと
つでも増やせたらいいなと思っています。
福川：すごい人間力が必要ですね。
小島：やっぱり人と人の繋がりというのが、地域と

か景観を作るんだなあと最近つくづく思っています。
福川：でもそういう交渉をしながらも、もうちょっ

と建築のルールがこうなっているといいなあと歯痒く思
うこともあるのではないですが。
小島：残念ながら、木造とか、地域とか、歴史的な

ところに積み上がっているものとか、そういうもの対し
てのみんなの理解は、希薄になっている感じがするんで
すね。どこに背景があるのかと言っても、今更なので、
地道にでもがんばるしかない。ただ、町並み保存連盟が、
もっと頑張ってみんなで動けば、全国に広がってるわけ
ですから、そういう動きもみんなで積極的にやった方が
いい。私は守りの体制より、攻めの体制にしたいと思っ
てます。
中村：今までの話しで、やはりユネスコ勧告の HUL、

これを学んで、どう生かして、歴史や地域の姿を私たち
が思ってるようにするのかが、大きな課題です。次回に
はですね、国としてどういう風に取り組んでるかとか、
あとまだまだ相当苦労されてる地区もあったりするの
で、そういう方向にも展開しながら、連盟がぜひぜひ力
を発揮していく必要があります。HUL をうまく使いな
がら、私たちが得になるような仕組みまで持っていける
と、連盟もさらにその存在意義がですね、皆さんにわかっ
ていただけるんじゃないかなとか感じています。 
福川：はい、まったくそのとおりです。私たちも「勉

強」から脱して、HUL を歴史的環境運動の基本に据え、
国や自治体の政策を変えていく戦略を練らないといけな
いですね。

京都の話をもう少し続けたいのですが、万寿寺通の

話をされた時に、制度を上からではなく、人や建物の方
から見るために、HUL の考え方に期待したんだという
お話がありましたけれど、もうちょっと説明していただ
けますか？　HUL に期待されていたことは、どういう
ことなんでしょうか？
丹羽：いろいろ工夫して制度をつくってきたけれど

も、今は歴史都市の中身の方から出発することが必要で
はないか、ということです。そうしなかったら、結局制
度にあわせてあれこれやってたり、あるいは、あの制度
この制度とかを探したり、作ったりということで、根本
的に変わっていくことができない。建物とか人が主役に
なることによって、中身から考えて行く時に、HUL の
提唱するレイヤーやネットワークのつくり方が、役に
立っていくのかなと感じました。制度側から発想してし
まうとどうしても行き詰まったり、また新しい制度を付
け加えたりという話になってしまう。とにかくまず今あ
るものの存在を認めた上で、そこから話をしていこうと
いう時に、HUL の考え方が効いてくるんじゃないかな
という期待を持っているということです。
福川：丹羽さんには、そう意味で、HUL を踏まえた

８つのポイントを、まとめで示していただいたわけです
ね。制度との関係で言うと、戦前からいろんな制度が積
み重ねられてきたけれども、この辺りで少しオーバー
ホールをして、総括的に捉え直す段階に入ってるという
ことではあるんだろうと思いますし、そのときの視点が
まさに HUL の考え方に期待されるわけで、京都や日本
の現実と HUL の理念とをどう切り結ぶのかと言うこと
は、まさにわれわれの仕事として、頭と身体を働かせる
必要があるのだと思います。

もう時間ですが、最後に、京都市で始まっている「進
化した景観政策」について、丹羽さん、小島さん的な解
釈はどんな感じなんでしょうか？
丹羽：ものすごくしゃべりにくい。説明会を聞いたり、

パブコメを書いたりしましたが、もうひとつ咀嚼できな
いところがあって、うまく使えるのか使えないのかがわ
からない。
小島：たぶん、私たち地域住民が考えてることの方

が先に進んでいて、京都市の方がそれの後を追っている
感じが しているんです。地域住民は、いろんなことに
迷惑を被っています。どんどん地域の状況が変わってい
く中で、それと折り合いをつけていく努力をするのは地
元地域です。それを検証する行政がいてはりますから、
その検証をしながら、次々、後手後手で手を打ってきて
はくれますが、それが機能するまでに一体どうなるんだ
ろう、どこまで行くんだろう、これは本当に機能するん
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だろうか、その前に町はもっと無茶苦茶になるんじゃな
いかという、なんとなく私たちには危機感があります。
なので、一旦作ったものは先ほど申し上げたように、き
ちんと機能するまではそれをしっかり使って、使い勝手
が悪かったら、それはちゃんと地域住民と話をしながら
考えるべきです。「なんか問題が起こったみたいだから
それをちょっと手直ししてみよう」と行政側で勝手に変
えていくっていうのは、やっぱり論外だと思うんですね。
ちゃんと使えるものを作って欲しいという気はします。
市の人は「進化している」とおっしゃっているけど、本
当に進化しているのか退化してるのか、ちょっと私達は
まだ数年見ないと分からないと思います 。
福川：第 13 回の全国町並みゼミ京都大会を担ってい

ただいた伏見の林戸さんから、「進化した景観政策」を
懸念するお便りをいただきましたので、ご意見を伺いま
した。なにしろ、京都は希望の星であり、先頭を切って
いろいろな試みをしてくれるところであり、日本中が京
都にモデルにして町やお店を作ってきたという事実もあ
りますから、是非これからも色々教えていただければと
思います。


